
京都市の都市公園における使用料減免基準 

 京都市の都市公園における使用料について、京都市都市公園条例（以下「条例」

という。）第１２条の３第１項の規定による減免に係る基準は、下記のとおりで

ある。 

 

記 

 

１ 都市公園法（以下「法」という。）第５条第１項又は第６条第１項若しくは

第３項の許可（ただし、法第７条第１項第６号に該当するものに係る許可を除

く。）に当たり、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減額し、又

は免除することができる。 

（１）本市又は本市行政機関が使用するとき。 

（２）国又は他の地方公共団体その他公共団体（健康保険組合、住宅供給公

社、独立行政法人等をいう。以下同じ）が公用又は公共用のために使用

するとき。 

（３）町内会、子供会その他地縁による団体及び本市が認定した公園愛護協

力会（許可の申請を行う公園を対象として結成されたものに限る。）（以

下「地元団体」という。）が地元の公園を公共用のために使用するとき。 

（４）寄付又は無償貸与に係る土地について、当該寄付者又は無償貸与者が

３箇月を超えない範囲で占用するとき。 

（５）許可を受けて設置しようとし、又は設置されている電柱に市長が街灯

を設置するとき（街灯の設置に係る対価を徴されていない場合に限

る。）。 

（６）その他市長が公益上特別の事由があると認めるとき。 

 

２ 法第７条第１項第６号に該当するものに係る法第６条第１項又は第３項の

許可及び条例第３条第１項又は第３項の許可に当たり、次の各号のいずれか

に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。 

（１）本市又は本市行政機関が使用するとき。 

（２）国又は他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用のために使

用するとき。 

（３）公共的団体（社会福祉法人、公益財団法人、公益社団法人、特定非営

利活動法人、農業協同組合、森林組合、産業経済団体、厚生社会事業団

体等をいう。）又は「京都市の都市公園における行為許可基準」（以下

「行為許可基準」という。）第２項第１号アの（キ）若しくは（ク）の団

体（以下「公共的団体等」という。）が緑化の推進及び普及並びに地域活

動のために使用するとき。 

（４）公共的団体等が公益に資する行事をするために使用するとき。 

（５）地元団体が地元の公園で行事をするために使用するとき。 

（６）学校、保育所等が授業、事業等を行うために使用するとき。 

（７）指定管理者（地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者

をいう。）が管理を行う公園の魅力向上等を図るために使用するとき。 



（８）各種団体、学生等が主として児童を対象とした行事をするとき。 

（９）寄付又は無償貸与に係る土地について、当該寄付者又は無償貸与者が

使用するとき。 

（１０）その他市長が公益上特別の事由があると認めるとき。 

 

３ 前項の規定にかかわらず、営利を目的として、興行若しくは競技会、集会、

展示会、博覧会その他これらに類する催しに参加する公園利用者から参加料

その他これらに類する費用（以下「参加料等」という。）を徴収する場合又は

物品の販売若しくは頒布（以下「物品販売等」という。）をする場合における

使用範囲については、使用料を徴収する。この場合において、「営利を目的と

した参加料等の徴収又は物品販売等」とは、行為許可基準第２項第１号アの

（ア）から（カ）までの団体が収益（利益等の源泉たる売上高をいう。）を収

入するものその他市長が特別に認めるもの以外のものをいう。 

 

４ 標準処理期間 

申請があった日の翌開庁日から起算して２０日とする。ただし、当該申請

の補正を求めた場合において、当該補正をするために要する期間は、含まな

い。 

 

５ 委任 

  この基準の施行に関し必要な事項は、みどり政策推進室長が定める。 

 

  附 則 

この基準は、平成２７年１２月１日から施行する。 

 

附 則 

この改正は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

この改正は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 附 則 

この改正は、令和７年４月１日から施行する。 

 


